
交付又は調剤済みの医薬品である
覚醒剤原料廃棄届出書

※引き続き管轄の保健所（部）でも

書面による申請を受け付けています。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書とは

交付又は調剤済みの覚醒剤原料を廃棄した場合、３０日以内に廃棄した覚醒剤原料の品名、
数量等を大分県知事に届け出なければなりません。（覚醒剤取締法第３０条の１４第２項）



入力について

ログインして、申請を実施して下さい。

※アカウントをお持ちでない場合は、 アカウントの作成から始まります。



1. 「利用規約に同意する」を確認し、
チェックを入れて下さい。

2. 「申請に進む」をクリック。



開設者が法人か、個人か確認してください。



「届出の方法」で「廃棄内容を直接入力して届出する」を選択した場
合

交付又は調剤済み覚醒剤原料の
廃棄に関する詳細を指示に従い
入力してください。



「届出の方法」で「廃棄届のPDF、ワードファイルを添付して届出する」
を選択した場合

ワード、PDF等で作成した交付又
は調剤済み覚醒剤原料廃棄届出
書を「ファイルを選択」をクリックし
て添付してください。



廃棄後３０日を超えての届出
となる場合、遅延理由の入力
が必要です。記載例に従い遅
延理由を入力してください。



添付書類がある場合は「ファイル
を選択」をクリックして添付してく
ださい。

添付書類数を増やすには「追加
する」をクリックしてください。
※３つまで追加できます。



申請内容に間違いがないか確認し、
問題なければ「この内容で申請する」
をクリックして申請完了です。


